
入国許可証 (COE) 登録マニュアル
この書類のステップは、登録プロセスの例です。

記載されている全ての個人情報、ドキュメントコード、連絡先情報は仮の内容です。

1. 事前承認登録

“For foreign national”
をクリック

登録規約内容に
同意してください

メインメニュー

書類の添付

登録情報の変更

結果を確認
承認済COEのダウンロード

6ケタのコードを再確認



登録後、表示されたフォームに個人情報を記入してください

必要書類
1. パスポート
2. 追加書類 (タイ入国目的に応じた書類) 
3. 医療保険 (タイ滞在全期間、申請者がコロナウイルス感染症及び関連疾患の治

療費を含めた医療費を補償するもの)

すべての情報の記入が完了すると、COE受領時まで使用する
６ケタのコードが表示されます。

注意点 : 
- 申請者は、申請が事前承認されてから15日以内に、システムに航空券予約確認書
とタイ政府代替検疫施設（ASQ）の予約確認書をアップロードする必要があります。
- アップロードができなかった場合、自動的に申請は取消され、申請者は、再度登録
プロセスを行う必要があります。



2. 渡航情報登録

滞在行程の提出後、タイ大使館・タイ総領事館は3営業日以内にCOEを発行
します。

3. 登録内容の変更・承認結果の確認

申請者は、 “Edit information” にて個人情報を編集し、 “Check the result”にて、登録
状況を確認することができます。

承認状況

注意点: 
- 情報は下記の場合のみ変更することが可能です
(1) 登録が完了し、大使館/総領事館がまだ提出申請書を承認していない時
(2) 大使館/総領事館が申請書を却下したものの、申請者に登録情報の変更を
認めた場合
- “Download” ボタンにて、COEをダウンロードすることができます。



5.1 COE受領後、下記の通り、チェックインカウンターにて申告する追加書類をご準備ください。
(1) パスポートと有効なタイのビザ/ 再入国許可証 (必要な場合) 
(2) 入国許可証 (COE) 
(3) 搭乗可能健康証明書 (タイのHealth Controlは原本が必要) 
(4) 渡航前72時間以内に発行された英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス非感染証明書

(原本) (経由便の場合、最初に出発する空港の出発時間から換算)
(5) 保険会社または雇用主が、タイに滞在する申請者に発生する、新型コロナウイルス感染症の

医療費を含む医療費を10万米ドル以上補償することを保証する英文医療保険の証明書また
は雇用主からの手紙。（保険期間はタイ滞在全期間を対象とすること）

(6) T.8 Form（タイ王国健康質問書）
T.8 Formはこちら（https://bit.ly/34X6sAJ）からダウンロードできます。

• (3) (4) (5)の書類は英語またはタイ語のみ可能。原本がその他の言語の場合は、認証を受け
た英語またはタイ語の翻訳書類が必要。

5.2 上記の5.1の追加書類は、渡航者がタイに到着した際に、入国管理局と疾病管理局職員に申告
する必要があります。

注意: 登録中に問題が発生した場合、申請者がフォームに登録した大使館/総領事館に連絡してく
ださい。

* * * * * * * 

4. ６ケタのコードを再確認

申請者が6ケタのコードを忘れた場合、下記の方法で再確認できます。

5. タイへの入国


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

